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               履行保証保険等契約保証に必要な費用の設計変更時の
               積算上の取扱いについて（通知）

  平成８年７月１日から新しい履行保証制度を導入し、契約の保証に必要な費用を
計上しているところであります。
  このたび、契約保証に必要な費用の設計変更時の積算上の取扱いについて、下記
のとおりとし、平成８年１１月１５日以降決裁のものから適用することとしたので、
適正に処理してください。

                                   記

１  契約の保証に必要な費用の設計変更時の取扱い
    契約の保証に必要な費用は、請負額の増減による変更は行わない。
２  一般管理費の計算例及び電算処理の変更時の取扱い
    別紙のとおり。
別紙

  一般管理費等の計算



別紙

                    電算処理の設計変更時の取扱い

  ○履行保証保険等契約保証に必要な費用は、請負額の増減による変更は行わない
    こととし、電算処理については、変更作業時に下記のとおり入力してください。
    なお、次回変更以降の設計変更時には、下記の入力は不要です。

    ※この取扱いは、Ｂ構成が【Ｂ＊＊＊１３】の場合の取扱いです。
      当初起工で、Ｂ構成【Ｂ＊＊＊１１】を使用している設計書については、変
      更作業時に変更設計書の１０画面でＢ構成を【Ｂ＊＊＊１３】に変更して以
      下の作業を行ってください。

      注）１．Ｓ０００１：一般管理費等率の当初対象金額を入力するコード
                      （入力条件：一般管理費等率の当初対象金額を直接入力）
          ２．￥９９Ｃ：契約保証に関する諸経費コード
          ３．積算条件ＫＬの蘭には、必ず「－」を入力すること。
          ４．上記の入力は、￥１２以降に入力すること。


